
 

 

 東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター設置等に伴う関係規則の整

備に関する規則を次のように制定する。 

 

  平成12年３月31日 

                  東京学芸大学長 

                    岡 本 靖 正 

 

 

平成12年規則第１号 

   東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター設置等に伴う関係規則

   の整備に関する規則 

 

 （東京学芸大学文書処理規則の一部改正） 

第１条 東京学芸大学文書処理規則（昭和52年規則第８号）の一部を次のように改

 正する。 

  別表中 

 「 

海外子女教育センターに属するもの 東学芸海第  号 

保健管理センターに属するもの 東学芸保第  号 

                                   」を 

 「 

海外子女教育センターに属するもの 東学芸海第  号 

教員養成カリキュラム開発研究センターに属するもの 東学芸教第  号 

保健管理センターに属するもの 東学芸保第  号 

                                   」に

 改める。 

 （東京学芸大学文書決裁規則の一部改正） 

第２条 東京学芸大学文書決裁規則（昭和52年規則第10号）の一部を次のように改

 正する。 

  第２条中「意義」を「定義」に改め，同条第１号中「海外子女教育センター長」 

 の次に「，教員養成カリキュラム開発研究センター長」を加える。 

 （東京学芸大学文書保存規則の一部改正） 

第３条 東京学芸大学文書保存規則（昭和52年規則第９号）の一部を次のように改

 正する。 

  第５条中「海外子女教育センター」の次に「，教員養成カリキュラム開発研究

 センター」を加える。 

 （東京学芸大学公印規則の一部改正） 

第４条 東京学芸大学公印規則（昭和57年規則第４号）の一部を次のように改正す

 る。 

  第２条第１項中「海外子女教育センター」の次に「，教員養成カリキュラム開



 発研究センター」を加える。 

  別表中 

 「 

 

附属世田谷中学校 

附属小金井中学校 

附属大泉中学校 

附属竹早中学校 

25 

25 

25 

25 

  当該附属学校の

  副校長 

  当該地区の

  庶務事務担

  当者 

                                   」を 

 「 

 

附属世田谷中学校 

附属小金井中学校 

附属大泉中学校 

附属竹早中学校 

25 

25 

25 

25 

  当該附属学校の

  副校長 

  当該地区の

  庶務事務担

  当者 

当該地区の事務係長 

                                   」に， 

 「 

 

海外子女教育セン

ター長 

保健管理センター所長 

23 

 

23 

海外子女教育センタ

ー長 

学務課長 

海外子女教育セ

ンター事務係長 

学務課総務係長 

                                   」を 

 「 

 

海外子女教育セン

ター長 

教員養成カリキュラム開

発研究センター長 

 

保健管理センター所長 

23 

 

23 

 

 

23 

海外子女教育センタ

ー長 

教員養成カリキュラム開発

研究センター長 

 

学務課長 

海外子女教育セ

ンター事務係長 

教員養成カリキュラ

ム開発研究センター

の庶務事務担当者 

学務課総務係長 

                                   」に， 

 「 

 

附属世田谷中学校長 

附属小金井中学校長 

附属大泉中学校長 

附属竹早中学校長 

23 

23 

23 

23 

  当該附属学校の

  副校長 

  当該地区の

  庶務事務担

  当者 

                                   」を 

 「 

 

附属世田谷中学校長 

附属小金井中学校長 

附属大泉中学校長 

附属竹早中学校長 

23 

23 

23 

23 

  当該附属学校の

  副校長 

  当該地区の

  庶務事務担

  当者 

当該地区の事務係長 

                                   」に 

 改める。 

 （東京学芸大学勤務時間管理員に関する規則の一部改正） 

第５条 東京学芸大学勤務時間管理員に関する規則（昭和49年規則第４号）の一部



 を次のように改正する。 

  別表中 

 「 

海 外 子 女 教 育 セ ン タ ー 事 務 係 長 

保 健 管 理 セ ン タ ー 学 務 課 総 務 係 長 

                                   」を 

 「 

海 外 子 女 教 育 セ ン タ ー 事 務 係 長 

教員養成カリキュラム開発研究センター 給 与 事 務 担 当 者 

保 健 管 理 セ ン タ ー 学 務 課 総 務 係 長 

                                   」に， 

 「 

各 附 属 中 学 校 給 与 事 務 担 当 者 

附 属 高 等 学 校 事 務 係 長 

                                   」を 

 「 

附 属 竹 早 中 学 校 を 除 く 各 附 属 中 学 校 給 与 事 務 担 当 者 

附 属 竹 早 中 学 校 地 区 事 務 係 長 

附 属 高 等 学 校 事 務 係 長 

                                   」に

 改める。 

 （東京学芸大学職員健康安全管理規則の一部改正） 

第６条 東京学芸大学職員健康安全管理規則（昭和51年規則第２号）の一部を次の

 ように改正する。 

  別表第１組織区分の欄中「海外子女教育センター」の次に「，教員養成カリキ

 ュラム開発研究センター」を加え，同表健康管理担当者の欄中「各附属小学校」

 の次に「，附属竹早中学校」を，「地区事務係長，」の次に「附属竹早中学校を

 除く」を加え，同表安全管理担当者の欄中「職員係長」を「専門職員」に改め，

 「各附属小学校」の次に「，附属竹早中学校」を，「地区事務係長，」の次に「

 附属竹早中学校を除く」を加える。 

 （東京学芸大学旅行命令権の復委任に関する規則の一部改正） 

第７条 東京学芸大学旅行命令権の復委任に関する規則（昭和56年規則第15号）の

 一部を次のように改正する。 

  第２条中「海外子女教育センター」の次に「，教員養成カリキュラム開発研究

 センター」を加える。 

 （東京学芸大学防火管理規則の一部改正） 

第８条 東京学芸大学防火管理規則（昭和56年規則第６号）の一部を次のように改

 正する。 

  第２条第１項中「附属環境教育実践施設」の次に「及び教員養成カリキュラム

 開発研究センター」を加える。 

 （東京学芸大学公用車管理運行規則の一部改正） 

第９条 東京学芸大学公用車管理運行規則（平成10年規則第２号）の一部を次のよ



 うに改正する。 

  第３条第１号中「海外子女教育センター」の次に「，教員養成カリキュラム開

 発研究センター」を加える。 

 （東京学芸大学電気工作物保安規則の一部改正） 

第１０条 東京学芸大学電気工作物保安規則（平成２年規則第３号）の一部を次の

 ように改正する。 

  別表第１中 

 「 

 

 

 

 

 

                                   」を

 「 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   」に

 改める。 

 

   附 則 

 この規則は，平成12年４月１日から施行する。 

海外子女教育センター 

附属特殊教育研究施設 

担当係長等 

 （補助者） 

担当係長等 

 （補助者） 

海外子女教育センター 

教員養成カリキュラム 

開発研究センター 

附属特殊教育研究施設 

担当係長等 

 （補助者） 

担当係長等 

 （補助者） 

担当係長等 

 （補助者） 



東京学芸大学文書処理規則 新旧対照表（抄） 
現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 

 
   〔省略〕 
 

   〔省略〕    〔省略〕    〔省略〕    〔省略〕 
海 外子女教育センターに属するもの 東学芸海第   号 海 外子女教育センターに属するもの 東学芸海第   号 
保 健 管 理 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸保第   号 教員養成カリキュラム開発研究センターに属するもの 東学芸教第   号 
   〔省略〕    〔省略〕 保 健 管 理 セ ン タ ー に 属 す る も の 東学芸保第   号 

   〔省略〕    〔省略〕  
 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規則は，平成12年４月１日から施行する。 
 

 



 
東京学芸大学文書決裁規則 新旧対照表（抄） 

現          行 改          正 
 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めると
 ころによる。 
 (1) 部局の長  各部部長，附属学校部長，連合学校教育学研究科長，附属図書
         館長，各学部附属教育研究施設の長，留学生センター長，海外
         子女教育センター長，保健管理センター所長，有害廃棄物処理
         施設長，情報処理センター長，放射性同位元素総合実験施設長
         及び事務局長をいう。 
 
 (2) 主管部長  事務局各部長及び附属図書館事務部長をいう。 
 (3) 主管課長  各課長，各室長及び各事務長をいう。 
 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めると
 ころによる。 
 (1) 部局の長  各部部長，附属学校部長，連合学校教育学研究科長，附属図書
         館長，各学部附属教育研究施設の長，留学生センター長，海外
         子女教育センター長，教員養成カリキュラム開発研究センター
         長，保健管理センター所長，有害廃棄物処理施設長，情報処理
         センター長，放射性同位元素総合実験施設長及び事務局長をい
         う。 
 (2) 主管部長  事務局各部長及び附属図書館事務部長をいう。 
 (3) 主管課長  各課長，各室長及び各事務長をいう。 
 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規則は，平成12年４月１日から施行する。 
 
 



東京学芸大学文書保存規則 新旧対照表（抄） 
現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
第５条 前３条の規定は，附属図書館，各部，附属学校部，各学部附属教育研究施
 設，留学生センター，海外子女教育センター，保健管理センター，有害廃棄物処
 理施設，情報処理センター，放射性同位元素総合実験施設及び各附属学校の文書
 の保存に準用する。 
 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
第５条 前３条の規定は，附属図書館，各部，附属学校部，各学部附属教育研究施
 設，留学生センター，海外子女教育センター，教員養成カリキュラム開発研究セ
 ンター，保健管理センター，有害廃棄物処理施設，情報処理センター，放射性同
 位元素総合実験施設及び各附属学校の文書の保存に準用する。 
 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規則は，平成12年４月１日から施行する。 
 

 



東京学芸大学公印規則 新旧対照表（抄） 
現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
 （用語の定義） 
第２条 この規則において「部局」とは，事務局，各部，附属図書館，附属特殊教
 育研究施設，附属環境教育実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センタ
 ー，海外子女教育センター，保健管理センター，附属学校部，各附属学校，連合
 学校教育学研究科，有害廃棄物処理施設，情報処理センター及び放射性同位元素
 総合実験施設をいう。 
２ この規則において「部局の長」とは，前項に規定する部局の長をいう。 
 
   〔省略〕 
 
別表（第３条関係） 

 
   〔省略〕 
 
 （用語の定義） 
第２条 この規則において「部局」とは，事務局，各部，附属図書館，附属特殊教
 育研究施設，附属環境教育実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センタ
 ー，海外子女教育センター，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理
 センター，附属学校部，各附属学校，連合学校教育学研究科，有害廃棄物処理施
 設，情報処理センター及び放射性同位元素総合実験施設をいう。 
２ この規則において「部局の長」とは，前項に規定する部局の長をいう。 
 
   〔省略〕 
 
別表（第３条関係） 

種   類 

寸法
ミリ
メー
トル 

公印管守責任者 公印管守担当者  種   類 

寸法
ミリ
メー
トル 

公印管守責任者 公印管守担当者 

   〔省略〕    〔省略〕 
 
 
 
 

附属世田谷中学校 
附属小金井中学校 
附属大泉中学校 
附属竹早中学校 

25 
25 
25 
25 

  当該附属学校の 
  副校長 

 
  当該地区の庶務事務担当者 
 
 

 

附属世田谷中学校 
附属小金井中学校 
附属大泉中学校 
附属竹早中学校 

25 
25 
25 
25 

  当該附属学校の 
  副校長 

 
  当該地区の庶務事務担当者 
 
  当該地区の事務係長 

   〔省略〕    〔省略〕 
海外子女教育センター長 
 
 
保健管理センター所長 

23 
 
 
23 

海外子女教育センター長 
 
 
学務課長 

海外子女教育センター事務係長 
 
 
学務課総務係長 

 

海外子女教育センター長 
教員養成カリキュラム開
発研究センター長 
保健管理センター所長 

23 
23 
 
23 

海外子女教育センター長 
教員養成カリキュラム開
発研究センター長 
学務課長 

海外子女教育センター事務係長 
教員養成カリキュラム開発研究セ
ンターの庶務事務担当者 
学務課総務係長 

   〔省略〕    〔省略〕 

 

附属世田谷中学校長 
附属小金井中学校長 
附属大泉中学校長 
附属竹早中学校長 

23 
23 
23 
23 

  当該附属学校の 
  副校長 

 
  当該地区の庶務事務担当者 
 
 

 

附属世田谷中学校長 
附属小金井中学校長 
附属大泉中学校長 
附属竹早中学校長 

23 
23 
23 
23 

  当該附属学校の 
  副校長 

 
  当該地区の庶務事務担当者 
 
  当該地区の事務係長 

   〔省略〕    〔省略〕 
 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規則は，平成12年４月１日から施行する。 



東京学芸大学勤務時間管理員に関する規則 新旧対照表（抄） 
現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
別表 

 
   〔省略〕 
 
別表 

組 織 の 単 位 勤務時間管理員として指名される者 組 織 の 単 位 勤務時間管理員として指名される者 

   〔省略〕    〔省略〕 

海 外 子 女 教 育 セ ン タ ー 事 務 係 長 海 外 子 女 教 育 セ ン タ ー 事 務 係 長 

保 健 管 理 セ ン タ ー 学 務 課 総 務 係 長 教員養成カリキュラム開発研究センター 給 与 事 務 担 当 者 

   〔省略〕 保 健 管 理 セ ン タ ー 学 務 課 総 務 係 長 

各 附 属 小 学 校 地 区 事 務 係 長    〔省略〕 

各 附 属 中 学 校 給 与 事 務 担 当 者 各 附 属 小 学 校 地 区 事 務 係 長 

附 属 高 等 学 校 事 務 係 長 附属竹早中学校を除く各附属中学校 給 与 事 務 担 当 者 

   〔省略〕 附 属 竹 早 中 学 校 地 区 事 務 係 長 

附 属 高 等 学 校 事 務 係 長 

   〔省略〕 

 

 
   附 則 
 この規則は，平成12年４月１日から施行する。 
 



東京学芸大学職員健康安全管理規則 新旧対照表（抄） 
現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
別表第１ 

 
   〔省略〕 
 
別表第１ 

組織区分 健康管理担当者 安全管理担当者 組織区分 健康管理担当者 安全管理担当者 

職 員 係 長 専 門 職 員 

管 財 係 長 管 財 係 長 

契 約 第 一 係 長 契 約 第 一 係 長 

事 務 局 
 （附属図書館，附属特
 殊教育研究施設，附属
 教育実践総合センター
 ，留学生センター，海
 外子女教育センター，
 保健管理センター及び
 情報処理センターを含
 む。） 

職 員 係 長 

総 務 係 長 

事 務 局 
 （附属図書館，附属特
 殊教育研究施設，附属
 教育実践総合センター
 ，留学生センター，海
 外子女教育センター，
 教員養成カリキュラム
 開発研究センター，保
 健管理センター及び情
 報処理センターを含む
 。） 

職 員 係 長 

総 務 係 長 

   〔省略〕    〔省略〕    〔省略〕    〔省略〕    〔省略〕    〔省略〕 
附 属 学 校 部 
（各附属学校を含む。） 総 務 係 長 会 計 係 長 附 属 学 校 部 

（各附属学校を含む。） 総 務 係 長 会 計 係 長 

 

〔
省
略
〕 

各附属小学校及び各附
属幼稚園園舎は，地区
事務係長，各附属中学
校及び附属高等学校大
泉校舎は，庶務事務担
当者，附属高等学校及
び附属養護学校は，事
務係長 

〔
省
略
〕 

各附属小学校及び各附
属幼稚園園舎は，地区
事務係長，各附属中学
校及び附属高等学校大
泉校舎は，庶務事務担
当者，附属高等学校及
び附属養護学校は，事
務係長 

 

〔
省
略
〕 

各附属小学校，附属竹
早中学校及び各附属幼
稚園園舎は，地区事務
係長，附属竹早中学校
を除く各附属中学校及
び附属高等学校大泉校
舎は，庶務事務担当者
，附属高等学校及び附
属養護学校は，事務係
長 

〔
省
略
〕 

各附属小学校，附属竹
早中学校及び各附属幼
稚園園舎は，地区事務
係長，附属竹早中学校
を除く各附属中学校及
び附属高等学校大泉校
舎は，庶務事務担当者
，附属高等学校及び附
属養護学校は，事務係
長 

 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規則は，平成12年４月１日から施行する。 
 



東京学芸大学旅行命令権の復委任に関する規則 新旧対照表（抄） 
現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
 （復委任の範囲） 
第２条 学長は，旅行命令権の一部を次表左欄に掲げる者に，それぞれ同表右欄に
 掲げる権限を復委任するものとする。 
 
   〔表省略〕 
 
 注 この表中「その他の部局」とは，附属図書館，各部，附属特殊教育研究施 
  設，附属環境教育実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センター， 
  海外子女教育センター，保健管理センター，情報処理センター，附属学校部 
  （各附属学校を含む。）及び連合学校教育学研究科をいう。 
 
 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
 （復委任の範囲） 
第２条 学長は，旅行命令権の一部を次表左欄に掲げる者に，それぞれ同表右欄に
 掲げる権限を復委任するものとする。 
 
   〔表省略〕 
 
 注 この表中「その他の部局」とは，附属図書館，各部，附属特殊教育研究施 
  設，附属環境教育実践施設，附属教育実践総合センター，留学生センター， 
  海外子女教育センター，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理 
  センター，情報処理センター，附属学校部（各附属学校を含む。）及び連合 
  学校教育学研究科をいう。 
 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規則は，平成12年４月１日から施行する。 
 



東京学芸大学防火管理規則 新旧対照表（抄） 
現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規則において「部局」とは，事務局（留学生センター，保健管理セン 
 ター及び有害廃棄物処理施設を含む。），附属図書館，各部（第三部にあつては， 
 放射性同位元素総合実験施設を，第四部にあつては，附属環境教育実践施設を含 
 む。），附属学校部（海外子女教育センターを含む。），附属特殊教育研究施設， 
 附属教育実践総合センター（情報処理センターを含む。）及び各附属学校をいう。 
 
２ この規則において「部局長」とは，前項の部局の長（附属高等学校大泉校舎及
 び附属幼稚園竹早園舎にあつては主事）をいう。 
３ この規則において「防火対象物」とは，土地以外の国有財産及びこれらに準ず
 るものをいう。 
 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
 （定義） 
第２条 この規則において「部局」とは，事務局（留学生センター，保健管理セン 
 ター及び有害廃棄物処理施設を含む。），附属図書館，各部（第三部にあつては， 
 放射性同位元素総合実験施設を，第四部にあつては，附属環境教育実践施設及び
 教員養成カリキュラム開発研究センターを含む。），附属学校部（海外子女教育
 センターを含む。），附属特殊教育研究施設，附属教育実践総合センター（情報
 処理センターを含む。）及び各附属学校をいう。 
２ この規則において「部局長」とは，前項の部局の長（附属高等学校大泉校舎及
 び附属幼稚園竹早園舎にあつては主事）をいう。 
３ この規則において「防火対象物」とは，土地以外の国有財産及びこれらに準ず
 るものをいう。 
 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規則は，平成12年４月１日から施行する。 
 



東京学芸大学公用車管理運行規則 新旧対照表（抄） 
現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
 （用語の定義） 
第３条 この規則における用語の定義は，次の各号の定めるところによる。 
 (1) 「部局等の長」とは，事務局及び附属図書館にあっては課長又は室長（有害
  廃棄物処理施設は企画課に，保健管理センターは学務課に，留学生センターは
  留学生課に含む。）を，各部，附属環境教育実践施設，放射性同位元素総合実
  験施設，附属学校部，各附属学校にあっては事務長を，附属特殊教育研究施設
  にあっては施設長を，附属教育実践総合センター，海外子女教育センター，情
  報処理センターにあってはセンター長をいう。 
 
 (2) 「自動車運転手」とは，本学において公用車の運転業務等を本務とする職員
  をいう。 
 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
 （用語の定義） 
第３条 この規則における用語の定義は，次の各号の定めるところによる。 
 (1) 「部局等の長」とは，事務局及び附属図書館にあっては課長又は室長（有害
  廃棄物処理施設は企画課に，保健管理センターは学務課に，留学生センターは
  留学生課に含む。）を，各部，附属環境教育実践施設，放射性同位元素総合実
  験施設，附属学校部，各附属学校にあっては事務長を，附属特殊教育研究施設
  にあっては施設長を，附属教育実践総合センター，海外子女教育センター，教
  員養成カリキュラム開発研究センター，情報処理センターにあってはセンター
  長をいう。 
 (2) 「自動車運転手」とは，本学において公用車の運転業務等を本務とする職員
  をいう。 
 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規則は，平成12年４月１日から施行する。 
 



東京学芸大学電気工作物保安規則 新旧対照表（抄） 
現          行 改          正 

 
   〔省略〕 
 
別表第１ 

組  織  構  成 
 
   〔省略〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   〔省略〕 

 
   〔省略〕 
 
別表第１ 

組  織  構  成 
 
   〔省略〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この規則は，平成12年４月１日から施行する。 
 

 

海外子女教育センター 

附属特殊教育研究施設 

担当係長等 

（補助者） 

担当係長等 

（補助者） 

海外子女教育センター 

教員養成カリキュラム 

開 発 研 究 セ ン タ ー 

附属特殊教育研究施設 

担当係長等 

担当係長等 

担当係長等 

（補助者） 

（補助者） 

（補助者） 


